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開催 1回/年 

参加 設置要綱に定める団体等 

内容 運営委員会や専門部会の報告、協議 

    会の方向性の確認 

開催 1回/2カ月 

参加 協議会役員 

内容 各部会で確認された課題、協議会全 

    体の課題を協議、調整する 

    重点課題については部会化するなど、 

    協議会の舵取りを行う 

内容 課題の整理を行い、課題に対する具体的な方針を検討する 

    議論だけでなく、事業の実施など結果の出る取り組みを行う 

報告・提案・確認 
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